
【国の制度に則った県産加工用米等を購入したことを証明する書類の提出について】

提出書類

次の①、②の書類を提出してください。

県産加工用米等を購入したことを証する書類の提出がないと補助金を交付することが出来ません。

① 納品書・請求書・領収書等の写し（県産加工用米等であることが明記されているもの）

⇒品目名や備考欄等に「県産」、「加工用米」と記載されていることが必要です。

② 米の仕入先との加工用米等の取引に関する契約書の写し

※②の書類が提出できない場合は、代わりに以下の③～⑤の中から１つを提出してください。

③ 農家等（米の仕入先）が国に提出した『加工用米等取組計画書』の写し

⇒需要に応じた米の生産・販売に関する要領 別紙様式第3-1号（次スライド参照）

      作成するのは農家等ですので、作成しているかご確認ください。ＪＡ等が代行作成している場合があります。

④ 『加工用米等購入計画書』 の写し

⇒需要に応じた米の生産・販売に関する要領 別紙様式第3-3号（次スライド参照）

   需要者等（米を使った加工品の製造者等）が農家等（仕入れ先）に提出する書類です。

⑤ 米の販売事業者が整備している加工用米の出荷先及び売渡しに関する台帳の写し

⇒米の販売事業者は加工用米等の適正流通の観点から、加工用米の出荷に関する台帳を整備することになっています。



添付する書類の様式例

＜加工用米等取組計画書＞
（③書類の参考様式）

＜加工用米等購入計画書＞
（④書類の参考様式）



提出書類 根拠 内容

仕入先との契約書
需要に応じた米の生産・販売の推進
に関する要領 別紙１第６の２

取組主体は、加工用米等を需要者団体等に対
して売り渡そうとする場合は、以下に掲げる
事項を記載した販売に関する契約を締結する。

加工用米等取組計画書
需要に応じた米の生産・販売の推進
に関する要領 別紙１第５の１

取組主体は、需要者団体等との契約等を基に、
取組計画書を作成する。

加工用米等購入計画書
需要に応じた米の生産・販売の推進
に関する要領 別紙１第５の１

取組計画書については、（２）に掲げる必要
書類を添付し、１部保管の上、生産年の６月
30日までに、…地方農政局等に提出し、…

（２）取組計画書に添付する書類
ア 需要者団体等からの購入計画書

加工用米の販売先の台帳
需要に応じた米の生産・販売の推進
に関する要領 別紙１第８の１

取組主体、需要者団体等、特認団体、買取販
売事業者、仲介事業者及び農業者は、加工用
米等の適正流通の観点から、主食用と加工用
米等を区分して保管管理するとともに、加工
用米等の保管台帳、出荷に関する台帳及び売
渡しに関する台帳を整備し、管理状況を明確
にしておくこととする。

提出書類の根拠


	スライド 1: 【国の制度に則った県産加工用米等を購入したことを証明する書類の提出について】
	スライド 2
	スライド 3

